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　少子高齢化に伴う人口減少社会において、労働者の離職を防ぎ、男女とも仕事と育児を両立できる社

会の実現を求められています。育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のた

めの雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などを定めた改正育児・介護休業法が４月１日から段

階的に施行されました。その内容について、一部抜粋をしてご紹介いたします。

仕事と家庭の両立に向けて仕事と家庭の両立に向けて 　総務課　人事係　

　☎２２-７７５９

子の看護休暇の見直し

改正内容 施行前 施行後

対象となる子の範囲の拡大 小学校就学の始期に達するまで 小学校３年生修了まで

取得事由の拡大
（③④を追加）

①病気・けが
②予防接種・健康診断

①病気・けが
②予防接種・健康診断
③感染症に伴う学級閉鎖等
④入園（入学）式、卒園式

労使協定による継続雇用期間６
か月未満除外規定の廃止

〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が２日以下
②継続雇用期間６か月未満

〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が２日以下
※②を撤廃

名称変更 子の看護休暇 子の看護等休暇

※ 取得可能日数は、現行日数（１年間に５日、子が２人以上の場合は 10 日）から変更ありません。

所定外労働の制限（残業免除）の対象拡大

改正内容 施行前 施行後

請求可能となる労働者の範囲の拡大 ３歳未満の子を養育する労働者 小学校就学前の子を養育する労働者

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

改正内容 施行前 施行後

労使協定による継続雇用期間６か
月未満除外規定の廃止

〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が２日以下
②継続雇用期間６か月未満

〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が２日以下
※②を撤廃

介護離職防止のための雇用環境整備

　介護休業や介護両立支援制度等（※）の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下①～④の

いずれかの措置を講じなければなりません。

① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備（相談窓口設置）

③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供

④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

※ⅰ介護休暇に関する制度、ⅱ所定外労働の制限に関する制度、ⅲ 時間外労働の制限に関する制度、

　ⅳ深夜業の制限に関する制度、ⅴ介護のための所定労働時間の短縮等の措置　

その他の内容については

こちら▶

　法改正を受け、市では職員の育児・介護に係るニーズを把

握する中で、令和 7年 4月 1日から父母の看病、通院等の際

にも休暇を取得できる家族看護休暇を導入し、育児・介護を

行う職員が働きやすい環境づくりに努めています。性別にか

かわらず仕事と家庭の両立ができる職場環境の実現を目指し

ていきましょう。


